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1― 「所有権」は強力な権利だが、一定の制限がある 

「持ち家を購入するか、それとも賃貸住宅で暮らすか」。この「住まいの選択」に関する問いは、「ど

ちらが得か」といった経済合理性の観点から語られることが多い。持ち家は、住宅ローンの返済や各

種維持費を含めると、総額で数千万円から数億円の支出が見込まれる。一方で賃貸は、生涯にわたっ

て家賃を支払い続ける必要があり、資産として手元に残らないことから、「家賃は支払い損」との見方

も少なくない。 

 

実際には損得勘定だけでなく、各人のライフスタイルや価値観を踏まえた判断が求められるが、そ

のうえで、住宅に関する法制度を正しく理解することも欠かせない。そこで本シリーズでは、住宅リ

テラシーの向上に向けて、知っておきたい住宅に関する基本的な権利や制度について解説する。前稿

では1、持ち家を購入すること、すなわち不動産の「所有権」について取り上げた。「所有権」は、不動

産の「使用」・「収益」・「処分」を自由に行うことができる強力な権利である。また、「所有権」を保護

するために、他人による不法占拠や妨害に対して、返還請求や妨害排除といった具体的な法的手段が

認められていることについて確認した。 

 

もっとも、持ち家を購入したからといって、何をしても許されるわけではない。「所有権」には一定

の制限があり、具体的には、「権利の濫用」、「相隣関係」、「公法上の制限」、「共有」、「所有者等の管理

責任」などが挙げられる（図表 1）。本稿では、これらのうち「権利の濫用」について解説したい。 

 

 

 
1 渡邊布味子『「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(1)～持ち家を購入することは、「所有権」を得るこ

と』（ニッセイ基礎研究所、研究員の眼、2025年 7月 4日） 

2025-07-28 

研究員 

の眼 

「持ち家か、賃貸か」。法的視点

から「住まい」を考える（2） 
～ 「所有権」の制限 ： 「権利の濫用」とは何か ～ 
 

 

金融研究部 不動産投資チーム 准主任研究員 渡邊 布味子 

(03)3512-1853  e-mail : fwatanabe@nli-research.co.jp 

ニッセイ基礎研究所 

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=82551?site=nli
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=82551?site=nli
https://www.nli-research.co.jp/topics_detail2/id=58762?site=nli


 

 

2｜               ｜研究員の眼 2025-07-28｜Copyright ©2025 NLI Research Institute All rights reserved 

 

2― 「権利の濫用」では、相手方に生じる不利益とのバランスが重要に 

民法 1条 2項は、「権利の行使及び義務の履行は信義に従い、誠実に行わなければならない」と規定

し、同 3項では「権利の濫用は、これを許さない」としている。すなわち、たとえ正当な権利行使で

あっても、相手方に過度な不利益を与える不誠実な行為や、社会通念に照らして不合理な行為につい

ては、違法と判断され、無効とされる可能性がある。 

もっとも、同条文は抽象的な規定であり、その適用範囲2が広く解釈されうる一方で、その法的効果

は非常に強力であるため、安易な適用はかえって混乱を招くおそれがある。したがって実務において

は、判例を踏まえつつ、「所有権」の保護と相手方に生じる不利益とのバランスを慎重に見極めながら

運用されている。 

 

それでは、晴れて皆さんが不動産3を取得し、以下の行為を行った場合、「所有権」の正当な行使だ

と言えるだろうか。 

＜事例１＞ 

✓ 近隣住民との関係悪化により、嫌がらせを目的として高く大きな看板を設置し、日光を遮った。 

＜事例２＞ 

✓ 地下深くに温泉の配管が通っていることを承知のうえで土地を購入し、その後、温泉旅館に対

して配管の撤去を求めた。 

 

これらの行為はいずれも、判例において「権利の濫用」に該当すると判断された事例である。ここ

で重要なのは、権利の行使によって生じる結果とのバランスである。たとえ「所有権」にもとづく行

為であっても、報復や嫌がらせを目的とした場合や、侵害の程度が軽微にもかかわらず、相手方に過

大な費用負担や生活基盤の喪失を強いるような場合は、「権利の濫用」に該当し、無効とされるおそれ

がある。 

 

 
2 「権利の濫用」は、「所有権」以外の権利にも適用される。 
3 本稿では、一戸建て住宅を想定する。 

図表１ 「所有権」に対する一定の制限 

 
（資料）筆者作成 

内容 根拠条文等

権利の濫用 結果のバランスを欠いたり社会通念に反する権利行使は無効 民法1条3項

相隣関係 隣地との衝突を避けるための取り決め 民法209条から238条

公法上の制限 用途・建築・農地転用などの制限 都市計画法、建築基準法など

共有 単独で変更できず、使用収益も所有割合に応じる 民法251条など

所有者等の管理責任 危険放置などによる損害には賠償責任 民法717条、建築基準法８条など
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では、次のケースはどうだろうか。 

＜事例３＞ 

✓ 別居していた父親から住宅を相続し、その後、父親と同居していた事実婚のパートナーに対し

て退去を求めた4 5。 

 

このケースについても、判例において「権利の濫用」に該当すると判断された。正当な権利を有す

る所有者の請求であっても、形式上権利を持たない居住者の利益が優先され、所有者の請求が排除さ

れるという、極めて強い法的効果がもたらされた6。もちろん、当事者間には様々な事情があり、類似

の事例であっても同じ判断が下されるとは限らない。しかし、権利のない者が居住している場合であ

っても、個別の事情により、「所有権」の行使が制限されうる点に留意が必要である。 

このように、「所有権」は不動産の「使用」・「収益」・「処分」を自由に行うことができる強力な権利

だが、その行使にあたっては、社会との調和や相手方への影響を十分に考慮する姿勢が求められると

言えそうだ。 

 

3― 社会との調和や相手方への影響を考慮する姿勢が大切 

「所有権」は強力な権利だが、何をしても許されるわけではなく、一定の制限が課されている。相

手方に過度な不利益を与える不誠実な行為や、社会通念に照らして不合理な行為は、「権利の濫用」に

該当し、無効とされる可能性がある。ここで重要なのは、「所有権」の行使によって相手方に生じる不

利益とのバランスであり、社会との調和や相手方への影響を十分に考慮する姿勢が求められる。 

次稿では、「所有権」の制限のうち、「相隣関係」について述べることとしたい。 

 

 

 

 
4 父親と事実婚のパートナーは法律上の婚姻関係にないため、パートナーには配偶者としての法的権利、たとえば居住権 

などは認められない。父親単独の所有であれば、パートナーは使用を許された単なる同居人としての地位にとどまる。配偶

者であれば居住権があり、本件は問題とならない（民法 1028 条～1036 条）。 
5 父親が死亡した後、相続が発生し、住宅の所有権は相続人に移転する。パートナーには相続権がないため、相続人は正当

な「所有権」に基づき住宅からの退去を請求できるはずである。この際、パートナーが居住を継続する法的根拠は存在せ

ず、正当な権利を有しないと判断される。 
6 なお、「権利の濫用」の適用に関する判断基準はあくまで権利行使から生じる結果とのバランスである。例えば、所有者

の「売却したいので、すぐに退去してほしい」といった都合は考慮されない。 

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。 
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